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時
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明
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博
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閤
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調
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於
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・
・
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統
計
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計
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・
・
・
・
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済
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博
士
小
島
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太
郎
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・
・
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南
満
洲
に
於
げ
る
我
が
租
税
制
度汐

見

jî~ 

第

目

市

言

満
洲
は
支
那
の
束
北
じ
位
し
、
黒
龍
江
省
、
吉
林
省
、
遼
寧
者
の
三
省
よ
り
な
り
、
立
(
面
積
は
約
六
四
、
七
O

。
方
旦
ピ
和
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
前
例
の
布
一
点
仁
我
刷
聞
は
聞
東
州
を
租
惜
し

h

且
つ
商
揃
洲
錨
魁
附
属
地
仁
叫
川
政
ケ

布
い
て
ゐ
る

J

関
東
州
の
面
漬
は
僅
か
に
二
二
四
・
四
九
二
方
里
に
す
ぎ
子
、
南
満
洲
嘩
道
附
属
地
の
面
積
は
亙

じ
小
に
し
て
関
東
州
外
に
於
て
僅
か
一
七
・
九
四
三
方
里
を
数
へ
、
両
者
合
す
る
も
二
四
二
-
四
三
五
方
里
に
し
て
、

内
地
の
奈
良
牒
ご
大
差
が
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
面
積
よ
り
云
へ
は
、
我
が
行
政
権
の
活
動
原
域
は
満
洲
の
一
一
六

八
分
の
一
仁
止
ま
る
。
然
れ
ざ
も
我
闘
の
立
場
よ
り
観
察
す
れ
ば
、
関
東
州
三
十
問
満
洲
舗
道
附
属
地
さ
は
、
あ
ら

ゆ
る
意
味
じ
於
て
重
要
験
く
ぺ
か
ら
刊
さ
る
も
の
で
あ
る
。

昭
和
五
年
十
月
一
日
現
在
の
人
口
を
見
る
に
、
聞
東
州
は
九
五
五
、
七
二
七
人
、
南
浦
洲
嘩
道
附
属
地
は
三
七

二
、
二
四
四
人
、
合
計
一
、
三
二
七
、
九
七
一
人
で
あ
る
。
更
に
‘

一
方
里
営
り
の
人
口
密
度
を
見
る
に
、
関
東

州
内
田
町
二
玉
七
人
、
商
満
洲
鋪
道
附
属
地
二

O
、
七
回
大
入
、
雨
者
通
じ
て
玉
、
四
七
人
人
で
ゐ
る
か
ら
、
内

南
満
洲
に
於
け
る
我
が
租
税
制
度

第
三
十
二
巻

:iL 

第

f虎

ブL
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南
浦
洲
に
於
げ
る
我
が
租
税
制
度

第
三
十
二
巻

O 

第
一
一
務

O 

地
(
二
、
省
六
O
三
人
)
、
憂
濁
(
一
、
九
七

O
人
)
、
朝
鮮
(
て
四
七
一
人
)
、
樺
太
(
一
二
六
人
)
、
南
洋
委
任
統
治
区

域
(
五

O
C
人
)
の
い
づ
れ
よ
り
も
人
口
が
密
集
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
内
地
よ
り
も
他
の
植
民
地
よ
h
も
人
口
が

密
集
し
て
ゐ
る
海
外
の
地
じ
於
て
、
我
が
日
本
人
が
如
何
な
る
財
政
制
度
を
建
設
し
、
特
に
如
何
な
る
租
税
制
度

を
樹
立
し

τゐ
る
か
は
、
興
味
の
あ
る
問
題
で
ゐ
る
。
以
下
、
南
満
洲
に
於
け
る
我
が
租
税
制
度
の
問
題
を
扱
ふ

に
あ
た
り
、
問
題
を
関
東
州
の
租
税
制
度
ご
南
浦
洲
錨
道
附
属
地
に
於
け
る
租
税
制
度
ご
の
二
つ
に
分
も
、
専
ら

統
計
歌
山
子
宇
佐
掛
川
叩

J

ピ
し
て
一
刷
究
を
雌
め
る
。

第

=

関
東
州
の
租
韓
制
度

我
が
闘
東
州
租
借
匝
域
は
、
遼
東
年
島
の
南
端
仁
位
し
、
東
は
黄
海
仁
西
は
樹
海
ド
面
し
て
ゐ
る
。
普
蘭
腐
の

北
方
・

E
K
陽
寺
曾
附
近
よ
り
義
子
宮
の
束
方
、
碧
流
河
附
近
に
至
る
線
以
内
の
土
地
及
び
島
唄
で
あ
っ
て
、
其
面

積
は
二
二
四
・
四
九
方
里
で
あ
る
。
関
東
州
の
租
税
制
度
を
論
争
る
ド
嘗
h
、
先
づ
闘
東
一
屈
の
財
政
制
度
を
明
ら

か
に
し
、
更
に
開
束
麗
の
租
税
制
度
に
及
び
、
最
後
仁
市
及
び
舎
の
租
税
制
度
に
う
つ
り
た
い
の
で
ゐ
る
。

ー
閥
東
麗
の
財
政
制
度

我
闘
は
日
露
戦
争
営
時
、

一
時
の
便
法
ざ
し
て
関
東
州
に
軍
政
を
布
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
明
治
三
十
九
年
七

月
勅
A
T
第
百
九
十
ム
ハ
競
を
以
て
関
東
都
督
府
官
制
が
一
公
布
せ
ら
れ
、
同
年
九
月
一
日
よ
り
軍
政
を
康
し
民
政
に
行
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η

っ
た
の
で
あ
る
。
其
後
数
回
の
勅
令
に
よ
り
、
種
々
の
改
正
が
行
は
れ
た
が
、
大
正
八
年
四
月
勅
令
第
九
十
四
就

に
よ

h
開
東
鹿
官
制
が
公
布
せ
ら
れ
、
同
時
に
閲
東
都
督
府
官
制
が
底
止
せ
ら
れ
、

今
日
に
及
ん
で
ゐ
る
。

一
層
民
政
の
色
彩
を
濃
く
し

閥
東
麗
の
財
政
の
基
礎
を
な
す
も
の
は
、
明
治
四
十
年
三
月
法
律
第
十
七
競
関
東
都
督
府
特
別
舎
計
法
三
同
年

三
月
勅
A
T

四
十
八
競
聞
東
地
方
費
A

甘
さ
の
爾
怯
令
で
ゐ
る
。
閥
束
郡
督
府
特
別
合
計
は
最
初
は
外
務
省
の
所
管
で

ゐ
っ
た
が
、
明
治
四
十
三
年
六
月
拓
殖
局
の
設
置
に
伴
ひ
、
外
務
省
よ
り
大
難
省
に
移
り
、
大
正
二
年
六
月
拓
殖

局
殿
止
の
結
果
一
時
び
外
務
省
所
管
じ
視
し
骨
大
五
六
年
七
月
拓
殖
府
を
再
ひ
同
匹
、
E-L引
い
る
結
県
ご
し
Ewrv
仁
大
掛
省

の
所
管
ざ
な
っ
た
。
大
正
八
年
四
月
閥
東
醸
官
制
が
公
布
せ
ら
れ
る
ご
同
時
に
舎
計
の
名
稿
も
関
東
属
特
別
曾
計

ご
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
白
。
而
し
て
拓
務
省
の
設
け
ら
れ
る
ぜ
共
に
拓
務
省
の
所
管
に
移
っ
て
ゐ
る
。

関
東
麗
の
財
政
制
度
を
研
究
す
る
に
は
、
開
東
一
鵬
特
別
舎
計
ど
関
東
底
地
方
費
曾
計
さ
の
雨
・
万
面
を
見
な
げ
れ

ば
な
ら
な
い
。
従
て
閥
束
鹿
の
租
税
制
度
を
論
す
る
に
嘗
り
て
も
、
国
税
が
関
東
聴
特
別
舎
計
歳
入
に
如
何
な
る

地
歩
を
占
め
て
ゐ
る
か
、
又
州
地
方
税
が
開
束
麗
地
方
費
曾
計
歳
入
に
如
何
な
る
割
合
を
有
し
て
ゐ
る
か
を
、
明

ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

朋
治
四
十
年
度
以
来
の
特
別
曾
計
歳
入
を
経
常
部
ご
臨
時
部
さ
の
二
つ
に
大
別
し
、
更
に
経
常
都
を
租
税
さ
其

他
さ
じ
二
分
し
、
又
臨
時
部
を
補
充
金
さ
前
年
度
剰
徐
金
繰
入
さ
業
他
さ
に
三
分
す
る
さ
、
衣
の
第
一
表
を
得
る
事

南
浦
洲
に
於
け
る
我
が
粗
枕
制
度

第
三
十
二
巻

第

t涜

満蒙交化協曾満蒙金書第二巻，62頁以下関東取bflo政二十年虎一九頁以下

満蒙叢書第二容'7'頁以下 関東関施政二十停止~.-o三頁e) 
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度年

明治

南
浦
洲
に
於
け
る
我
が
租
税
制
度

8o6 

D081 

9701 

3，105j 

3，5001 

6，3921 

6，3941 

4，1441 

6，o52.1 

4，053! 

4，8701 

M701 

4，日171

5，2641 

5，540 

5，品41i

，1.556' 

287 45 

293 

299 

2 

0 
・b

大正

2，288 352 4 

.j31 2，呂93:175 え》

622 5，4221 347 6 

1，029 4，894 470 -d 

1，297 2，2531 593 品

1，431 3，737 1，384 9 
第
三
十
二
巻

1，585 1，645 10 

1，271 1，784 11 

1，118 1，798 12 
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1，9791 

2.ml 
u441 

2，167，1 

1，989¥ 

1，28o 1，809 13 
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一
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南
満
州
に
於
け
る
我
が
租
税
制
度

第
三
十
二
巻

四

第

毅

四

関
東
麗
特
別
曾
計
歳
入
の
特
長
さ
云
ふ
事
へ
き
は
、
明
治
四
十
年
度
以
来
は
全
く
例
外
な
く
臨
時
部
歳
入
に
於
て

一
般
舎
計
よ
り
補
充
金
を
受
け
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
之
に
封
し
、
鰹
常
部
歳
入
の
租
税
は
最
初
は
頗
る
微
々
た
る

も
の
で
あ
っ
た
が
、
大
正
九
年
頃
よ
り
俄
か
じ
其
額
を
増
し
、
今
日
に
於
て
は
補
充
金
さ
殆
ん
ぎ
同
じ
数
字
を
一
不

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

火
に
闘
束
底
地
方
費
曾
計
歳
入
を
見
る
仁
、
明
治
四
十
年
度
以
来
第
二
表
の
如
き
数
字
を
示
し
て
ゐ
る
。
経
常

部
セ
租
税
f

」
特
許
料
-v
」
業
他
さ
仁
川
灯
丸
一
市
臨
時
都
は
之
を
岡
庫
倒
助
金
ピ
前
今
度
剰
併
合
総
入
ご
式
仙
川
ピ
ド
A
W

つ

事
ご
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
表
に
於
て
注
目
す
べ
き
は
、
園
庫
補
助
金
が
大
正
四
年
ま
で
存
績
し
、
大
正
五
年
よ
り
大
正
十
五
年
ま
で

一
時
中
紹
し
、
更
に
昭
和
二
年
よ
ち
生
じ
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
、
関
東
庫
特
別
曾
計
歳
入
臨
時
部
は

一
般
舎
計
よ

b
補
充
金
を
受
げ
て
ゐ
る
。
而
し
て
関
東
麗
特
別
曾
計
歳
出
臨
時
部
は
国
庫
補
助
金
を
支
出
し
、
開

東
属
地
方
費
特
別
曾
計
歳
入
臨
時
部
仁
之
を
奥
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
故
仁
圃
庫
補
助
金
は
一
般
舎
計
よ
ち
聞
東

属
特
別
舎
計
を
通
じ
て
、
間
接
に
関
東
膳
地
方
費
曾
計
を
助
け
て
ゐ
る
事
さ
な
る
の
で
あ
る
。
品
川
関
東
麗
特
別
舎

計
に
属
す
る
租
粧
の
外
に
闘
束
鹿
地
方
費
曾
計
に
属
す
る
租
就
が
相
嘗
の
令
額
に
上
っ
て
ゐ
る
。

ー
ー

関
東
麗
の
租
税
制
度

(イ)

聞
東
麗
特
別
曾
計
に
屈
す
る
租
韓

聞
東
麗
特
別
曾
計
歳
入
の
中
よ
り
経
常
部
の
租
税
を
取
出
し
、
其
敗



入
を
分
析
す
る
さ
、
第
三
表
の
如
き
敷
字
を
得
る
事
が
出
事
ム
。

第

三

表

関
東
臆
特
別
曾
計
に
麗
ナ
る
租
税
表
(
皐
位
千
圃
〉
(
千
園
未
満
切
拾
)
(
昭
和
四
年
度
は
珠
算
、
英
他
は
決
算
)

計

152 

27日

1日5

207 

207 

266 

234 

2，554 

3，512 

3，670 

-13，577 

3，587 

J
枕!一叩丁

J

コ
コ
一
コ
一

煙
一

J

吋
了
寸
一

4
1

知寸
J
1
1

取
俊
一輔

一
一
一
一
-
一
一
一
一
一

磁
一

4

9

回

目

M

7

m

m

m

臨
一

地
一

182 

27s 

3U~ 

33!1 

319 

381 

1，012 

85 

3，6SD 

日，703

3，810 

4，561 

一
一
一
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一
ω
刊

関
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m
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南
海
洲
に
於
げ
る
我
が
租
税
制
度

第
三
十
二
巻

ム

ノ、

第

1虎

ー一~ ノ、

第
三
表
の
示
す
が
如
く
、

。
。
。
。

地
租
さ
曜
税
さ
が
最
も
古
く
、

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

大
正
九
年
に
至
ふ
り
漸
く
所
得
税
さ
取
引
所
管
業
税
さ

。
。
。

取
引
税
さ
が
加
は
り
、

0

0

0

0

0

 

酒
税
さ
煙
草
税

J

こ
を
一
課
す
る
に
-
主
っ
た
の
で
あ
る
。

更
に
大
正
十
一
年
に
入
h
ノ、

以
下
関

束
麗
特
別
曾
計
に
属
す
る
各
種
の
租
税
に
付
き
、

其
の
大

盟
主?
説
明

る川

地
相
は
闘
京
州
地
相
規
則
(
明
治
一
一
一
寸
八
年
関
東
州
民
政
器
令
第
六
耽
)
(
大
正
七
年
府
第
問
寸
凹
披
.
大
正
九
年
廊
第
三
十
一
}
一
搬
、
大
正
十
三
年

腿
第
六
十
一
就
に
よ
り
改
正
)
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
宥
祖
地
を
旧
畑
に
限
り
毎
年
一
畝
(
内
地
の
約
百
八
十
坪
)
に
ヲ
曹
金
二
十
銭
の
租
枕
を
同
畑

の
業
主
〈
所
有
者
)
よ
り
徴
収
レ

r
b
品
。
内
地
山
地
相
1

山
川
州
民
悩
各
団
恨
の
土
地
心
地
償
γ
一
一
課
枕
棟
世
f
z
K
L
、
究
は
賃
貸
償
格
主
活
〈
姐
山
地
標
準

と
せ
ん
と
せ
る
に
謝
L
、
若
し
奇
艶
照
を
一
一
仙
し
で
ゐ
る
。

c
o
 

盤
税
は
盤
枕
規
則
並
び
に
施
行
細
則
(
明
治
三
十
八
年
遼
東
守
備
軍
令
達
第
二
十
一
一
統
)
に
基
き
課
税
せ

b
れ
て
ゐ
る
。
関
東
州
に
於
て
製
造
し

た
る
盤
に
隠
し
て
は
、
製
造
場
よ
り
移
出
す
る
時
、
移
出
高
一
石
(
内
地
白
約
二
石
五
斗
〉
に
付
金
六
十
銭
を
製
造
家
に
課
ナ
、
叉
関
東
州
外
よ
り

輸
入
す
る
臨
(
日
本
製
踏
を
除
〈
V

に
闘
し
で
は
、

一
石
に
付
告
金
一
国
五
十
銭
を
輸
入
者
に
謀
ナ
。
内
地
が
耐
閉
幕
費
五
行
へ
る
に
到
し
、
会
〈
奥

ヲ
た
制
度
を
採
用
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

。
。
。

所
得
税
白
根
捺
法
規
は
関
東
州
所
得
税
令
(
大
正
九
年
勅
令
第
二
一
白
ニ
十
七
時
職
)
(
大
正
十
年
第
九
十
一
裁
、
大
正
十
一
一
一
年
第
二
百
六
十
五
披
、
大

正
十
五
年
第
二
百
七
十
一
時
耽
、
昭
和
二
年
第
八
十
四
挽
に
で
改
正
)
で
あ
る
。
即
ち

、，ノ，q
 

rz

、、
，JロJ

t
 

関
東
州
に
木
底
叉
は
主
た
る
事
務
所
を
有
ナ
る
法
人
の
所
得

所
得
税
法
施
行
地
、
朝
鮮
、
喜
一
階
叉
は
樺
太
に
木
鹿
又
は
主
た
る
事
務
所
を
有
せ
ざ
る
法
人
に
し
て
関
東
州
に
資
産
又
は
瞥
業
を
布
ナ
る
時

は
英
資
産
又
は
帥
官
業
よ
り
生
ず
る
所
得

に
う
春
次
の
三
種
の
税
翠
を
課
す
る
事
と
た
ワ
て
ゐ
る
。

普

通

所

f尋

百
分
自
五

関東州租税法規5) 



e
'
t込
書
念

Y
E
z
f
s
g単
亨

E
F
i
s
t
-
-
z
t
t
'
I

， 

過

所

f号
/ーー~一一、

資
本
金
額
年
百
分
<D 

十
を

i邑
ゆ》

る
も

の

百
分
白
川

A1i 

百
分
の
二
十

百
分
の
十

百
分
の
三
十

百
分
の
二
十

I百

主主

所

t号

百
分
自
五

内
地
の
所
得
税
が
法
人
の
所
得
(
第
一
一
極
所
得
)

の
み
な
ら
ず
、
夏
に
第
三
種
所
得
、
第
二
一
種
所
得
に
謀
枕
し
て
ゐ
る
の
と
比
較
す
る
と
、
非
常

に
聴
い
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

取
引
所
管
業
税
叉
ぽ
取
引
税
ぽ
関
東
州
取
引
所
税
規
則
(
大
正
九
年
臆
令
第
八
段
)

に
上
り
規
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
取
引
所
傍
業
税
の
税
率
は
費

目
立
J

別
料
収
入
金
制
の
百
分
の
一
H

正
月
も
お
品
。
収
引
川
川
は
瓶
一
仲
間
(
地
力
償
問
券
枇
情
浄
)

l

↑
第
二
四
(
有
償
没
浄
)

と
第
一
二
倍
(
尚
阿
川
)

と
第
川

種
(
銭
紗
)
と
に
よ
り
務
牽
を
異
に
し
て
ゐ
る
。
即
ち
取
引
稔
の
枕
翠
は
、

そ
れ
ぞ
れ
定
期
取
引
の
賓
買
約
定
令
官
同
白
高
分
白

7
五

(
第
一
一
櫨
)
、
宮
内

分
の
=
一
(
第
二
種
)
、
高
分
の
二
(
第
三
一
櫨
}
、
十
部
分
の

(
第
四
種
の
中
に
て
関
東
州
内
)
又
は
十
世
向
分
の
五
(
第
四
種
白
中
に
で
関
東
州
外
)
と
、

定
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

酒
税
は
関
東
州
酒
税
令
(
大
正
十
一
年
勅
令
第
百
九
十
八
就
)
(
大
正
十
五
年
第
六
十
四
放
に
よ
り
改
正
)
に
よ
り
規
定
せ
ら
れ
で
ゐ
る
。
関
東
州

に
で
製
造
す
る
酒
類
に
ワ
い
て
は
、
蓬
石
一
品
に
隠
じ
製
造
者
に
諜
し
、
関
東
州
外
よ
り
輸
入
ナ
る
も
の
は
取
引
高
に
際
じ
、
引
取
人
に
課
寸
る
取
と

、、，
J

、

、

ノ

、

‘

，

J

、、，
J

、百/

な
っ
て
ゐ
る
。
種
類
を
分
ち
、
一
模
造
、
酒
と
二
酒
精
以
外
白
蒸
溜
酒
と
三
酒
精
と
川
再
製
酒
と
に
し
て
ゐ
る
。
試
4

に一

r
，

、

〆

a
、

〆

・

、

、

〆

《

、

-41

雌
造
酒

m
税

翠
は
次
の
知
〈
で
あ
る
。

、‘F
J

イ〆
e
、、

、，z
J

ロ/、、、，ノノ
f

，、、、.，J(
 

支
燃
酒
た
る
清
酒
、
黄
酒
、
濁
酒

一
石
に
付
き
=
一
潤

ヨ辞

i同

一
石
に
付
き
六
回

葡

萄

酒

一
石
に
付
き
十
大
関

前
記
以
外
の
醸
遁
酒

一
石
に
付
き
十
二
国

南
満
洲
に
於
け
る
我
が
租
税
制
度

第
三
十
二
巻

Fヒ

第

競

じ



6

Z

S

£

百

九

f
t
-

南
満
測
に
於
け
る
我
が
租
粉
制
度

第
三
十
二
巻

i¥. 

第

披

i¥. 

特
に
支
那
酒
に
ヲ
い
て
は
自
家
用
種
類
製
造
の
制
度
を
認
め
で
ゐ
る

G

内
地
の
酒
税
に
比
較
す
る
と
税
誇
其
他
あ

b
ゆ
る
動
に
於
て
異
ワ
て
ゐ
る
。

勝
島
十
時
仰
は
闘
東
州
煙
草
税
令
(
大
正
十
一
年
ー
勅
令
第
官
・
九
十
九
一
務
)
に
よ
り
定
め

b
れ
で
ゐ
る
。
煙
草
枕
は
保
税
地
域
(
葉
煙
草
貯
蔵
相
官
、
煙
草
製

遣
岨
師
、
保
税
倉
庫
英
他
首
一
路
官
邸
が
課
税
物
件
を
減
量
し
待
べ
脅
場
所
と
し
て
指
定
し
又
は
特
許
し
た
る
場
所
)
又
は
郵
便
局
よ
り
煙
車
を
引
取
る

時
に
、
次
白
税
率
に
基
き
引
取
人
よ
り
徴
牧
ナ
る
事
と
な
ワ
て
ゐ
る
。

製

謹;

煙

向
日
付
紙
巻
煙
草
及
び
刻
み
煙
草

rR他
の
製
造
煙
草

小
東
定
債

百
分
の
二
十
五

小
貰
定
債

百
分
の
三

ZE 

短ー

車
(
居
煙
車
を
含
む
)

小
臨
且
債
格

百
分
巴
二
寸
五

消
枕
止
同
様
に
煙
車
税
に
つ
い
一
!
唱
も
白
銀
舟
剛
山
町
一
の
制
皮
が
設
け
ら
豆
、
ゐ
r
o
c

内
地
の
等
賞
課
税
制
皮
と
比
較
寸
る
と
其
間
何
者
。
し
町
差
異

が
存
し
て
ゐ
る
。

此
等
各
種
の
園
粧
の
中
に
て
最
も

E
額
を
占
め
て
ゐ
る
直
接
税
は
所
得
税
で
あ
る
。
而
し
て
業
所
得
税
の
大
部

分
は
南
満
洲
錨
道
株
式
合
枇
の
負
捨
に
か
、
乙
。
大
正
十
二
年
以
来
の
決
定
額
を
示
せ
ば
、
次
の
如
〈
で
あ
る
。

蝦
に
昭
和
三
年
度
の
数
字
を
ぜ
っ
て
見
る
。
所
得
税
纏
額
武
百
六
拾

1，746 

1，730 

1，727 

1，743 

1，70i 

ヨ，270

六
高
圃
の
入
割
強
は
滞
館
一
か
之
を
負
捨
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
此
事
費

2 

は
南
満
洲
の
我
が
租
聴
制
度
を
研
究
す
る
じ
営
ム
リ
特
に
控
目
せ
ね
ば
な

年

大正

昭和

ら
な
い
。

ロ
さ
雑
種
税
l
l土
地
帯
債
税
を
合
め
て
ー
ー
さ
よ
り
な
っ
て
ゐ
る
。
州
地
方
税
の
耽
入
を
分
析
す
る
さ
、
失
の
敷

関
東
鹿
地
方
費
曾
計
に
属
す
る
租
韓

州
地
方
税
即
ち
関
東
属
地
方
費
舎
計
に
麗
す
る
租
税
は
、
替
業
枕



-
4す
1
1
1
1
1
l
!

字
を
得
る
事
が
出
来
品
。

第

四

表

調関
定東
灘鹿
領地
f亡 JJ
前貰
年含
度計

建造
鎖す
ル 。
し桂
て税
常表
該五五

主主
?園
川)

をま
又菜
十土 羽古

挟萌
塑捨
1;;;古島 、~

分白

星習
L-年
た度
る仲

金謀
容算
v 、
併其
算 f也
t は

。嘗
該
年
度
目

度 l替業枕l雑種読l言十

:3G6 

334 

1，951 

a03 

3Hl 

:;:23 

~~95 

~:oo 

内

oou 
q
d
 

1326 

]，733 

e、"" 
.iui) 

a77 

:149 

.177 

1，.506 

1，856 

1，804 

1，907 

1，739 

1，903 

1，， 936 

1:.593 

131 

137 

461 

449 

111 

127 

128 

1:34 

215 

463 

438 

4.69 

527 

573 

596 

509 

126 

182 

185 

196 

2!J5 

449 

1，30.1: 

18'/ 

10(; 

16G 

173 

16日

1'7;~ 

1，051l 

1，270 

191 

158 

3nl 

1，4，14 

1.469 

1，269 

1，3'76 

197 

261 

1，37'7 

1 ， 3~:9 

44 
M
O
 

A
リ

，
 

τ
i
 

凋
4
4

191 

91 

10 

12 

13 

14 

8 

11 

15 

2 

日

年

明治

大正

昭和

州
地
方
税
の
種
類
は
明
治
四
十
年
勅
令
第
四
十
八
競
闘
束
州
地
方
費
令
第
二
僚
に
於
て
、
替
業
税
ご
雑
種
税
さ

の
二
種
に
限
定
し
、
賦
謀
徴
肢
は
明
治
四
十
年
郡
督
府
令
第
十
八
競
閥
束
州
地
方
税
規
則
を
以
て
凡

τ軍
政
時
代

の
規
則
に
従
ム
ペ
き
旨
を
定
め
た
の
で
あ
っ
料
。
其
後
明
治
四
十
五
年
四
月
に
府
令
第
十
一
一
蹴
を
以
て
新
た
に
開

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

束
州
地
万
税
規
則
を
定
め
、
真
に
昭
和
五
年
に
新
し
き
規
定
を
設
け
た
の
で
あ
る
。
勝
一
業
税
守
」
雑
種
視
さ
土
地
増

。。
債
税
さ
に
分
も
説
明
す
れ
ば
、
女
の
如
く
で
ゐ
る
。

現
行
白
替
業
税
は
閥
東
州
肱
官
業
税
規
則
(
昭
初
五
年
聴
令
第
十
七
披
)
に
よ
ヲ
て
定
め

b
れ
て
ゐ
る
。
替
業
税
は
関
東
川
に
替
業
岨
揮
を
定
め
て
替

南
満
洲
に
於
げ
る
我
が
租
税
制
度

第
三
十
二
巻

第

2虎

九

九

関東撮要覧
関東臆施政二十年奥七O頁

6) 
7) 
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南
端
測
に
於
け
る
我
が
組
税
制
度

第
三
十
二
巻

O 

第

t虎

O 

業
を
な
ナ
も
の
に
封
し
、
其
の
業
態
に
際
じ
て
、
各
種
目
課
税
標
準
に
封
ず
る
税
卒
を
定
め
て
ゐ
る
。
傍
業
の
業
態
と
課
税
標
準
と
を
示
せ
ば
、
次

の
如
〈
で
あ
る
@

物
品
販
買
業
(
卸
賀
小
責
共
に
貰
上
金
頼
)
、
銀
行
業
(
責
木
金
額
)
、
保
険
業
、
無
意
業
(
資
木
金
額
)
、
金
銭
貸
付
業
(
取
入
金
額
三
物
品
食
付
業

(
収
入
金
額
)
、
製
造
業
(
質
上
金
総
ゴ
運
送
業
(
収
入
金
縦
)
、
建
設
取
扱
業
(
報
償
金
額
〉
、
餓
道
業
(
収
入
金
額
〉
、
倉
庫
業
〈
取
入
金
綴
〉
、
詩
質

業
(
請
貴
金
額
て
印
刷
業
、
出
版
業
(
収
入
金
額
)
、
潟
民
業
(
取
入
金
縦
〉
、
席
貸
業
、
料
理
業
、
貸
座
敷
業
(
収
入
金
続
可
旅
人
宿
業
(
牧
入
金
頼
)
、

飲
食
市
刷
業
(
収
入
金
額
)
・
周
遊
業
、
悶
産
業
、
代
理
業
、
雨
替
業
、
仲
立
業

u

信
託
業
、
代
書
業
(
報
償
金
額
)
、
取
引
所
信
託
業
(
収
入
金
額
」
、

協
組
議
、
湯
屋
総
小
収
入
念
相
)
、
明
院
消
策
(
状
入
念
願
可
避
技
場
業
へ
欣
入
命
綴
)
、
連
妓
蹴
山
鹿
業
(
峨
入
合
間
叫
)
。

所
制
外
形
標
準
主
義
に
よ
る
い
営
業
税
で
あ
っ
て
、
内
地
の
純
盆
主
義
の
替
業
牧
症
稔
と
ほ
全
〈
異
ワ
て
ゐ
る
。

、ノ

現
行
自
雑
種
税
は
関
東
州
雑
種
枕
規
則
(
昭
和
主
年
鹿
令
第
三
十
二
披
)
に
よ
り
定
め

b
れ
て
ゐ
る
。
雑
種
税
は
付

家
、
車
、
踏
)
と
り
特
定
行
先
に
盾
す
る
も
の
(
雲
妓
、
遊
護
師
匠
、
遊
饗
稼
人
、
常
問
、
例
優
、
酌
婦
、
娼
妓
、
興
業
、
屠
音
・
不
動
産
取
得
)

f
t

、

と
よ
り
た
づ
て
ゐ
る
。

物
件
に
盾
ナ
る
も
の
(
貸

最
後
に
注
意
占
3

べ
奇
は
、
れ
一
品
中
…
中
酢
一
船
で
あ
る
。
土
地
一
堵
償
税
は
土
地
帯
債
税
規
則
(
大
正
八
年
一
廓
令
第
十
=
訴
)
に
よ
り
で
定
め

b
れ
、
そ
の

施
行
匝
域
は
「
旅
順
市
」
「
大
連
市
」
「
沙
河
口
舎
の
中
台
山
屯
、
沙
河
口
及
河
東
屯
」
「
老
虎
灘
曾
の
申
書
家
屯
」
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
。
而
し
て

、，ノ

↓
土
地
所
在
憾
の
有
償
移
肺
悼
み
の
り
た
る
時
は
前
所
有
者
ど
り
、
二
十
王
年
間
土
地
所
有
権
の
有
償
移
韓
な
き
時
は
現
所
有
者
よ
り
、
土
地
白
白

f
t

、

然
増
償
額
に
封
し
賦
諜
ナ
る
も
の
で
あ
る

Q

税
率
は
此
白
雨
者
の
場
合
を
鑑
別
し
、
土
地
の
自
然
増
償
額
が
原
償
絡
に
占
む
る
割
合
の
大
小
に
際
じ
、

い
づ
れ
も
四
種
の
階
段
税
を
設
け
て
ゐ
る
。

州
地
方
税
に
於
て
特
に
注
目
す
ぺ
き
は
、
南
浦
洲
鋪
道
株
式
舎
一
吐
の
負
搭
す
る
替
業
税
で
あ
る
。

昭
和
五
年
度

の
納
税
額
は
次
の
数
字
を
示
し
て
ゐ
る
。

(
単
位
闘
)
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業
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一
、
口
一
口
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一
、
一
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凶
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、ニニ-晶
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d
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一--F
一一-

故
に
州
地
方
税
の
替
業
税
の
四
分
の
一
強
は
浦
錨
が
之
を
負
推
し
て
ゐ
る
罪
で
あ
る
。

市
及
び
舎
の
租
税
制
度

隅
恥
州
心
地
方
行
政
一
も
市
政
一
時
代
f
」
郁
管
府
時
代
さ
閣
京
臨
時
代
さ
に
よ
hγ

趣
を
具
に
し
て
ゐ
る
。
軍
政
時
代

仁
於
て
も
己
に
地
万
行
政
の
基
礎
を
定
め
ん
さ
努
力
し
た
の
で
あ
る
が
、
地
方
自
治
制
の
確
立
は
寧
ろ
都
督
府
時

代
以
後
に
属
し
て
ゐ
る
。
即
ち
明
治
四
十
年
二
月
都
督
府
A
T
第
九
競
を
以
て
衛
生
組
合
規
則
を
定
め
、
克
仁
大
正

四
年
九
月
府
令
第
二
十
六
競
を
以
て
大
連
及
び
族
順
市
規
則
を
制
定
し
、
従
来
の
南
生
組
合
を
廃
し
て
新
た
に
市

を
置
き
同
年
十
月
一
日
よ
り
之
を
買
施
し
た
の
で
ゐ
る
。

一
方
、
曾

ι闘
し
で
も
従
来
準
躍
す
ぺ
一
き
何
等
の
法
規

な
く
、
軍
に
地
方
の
慣
習
に
基
き
行
政
を
布
い
た
の
で
ゐ
っ
た
が
、
大
正
八
年
二
月
に
去
り
漸
く
曾
行
政
準
則
及

ぴ
其
附
属
諸
規
則
を
制
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。

大
正
八
年
四
月
郡
督
府
を
博
成
し
て
闘
束
麗
を
設
置
す
る
や
、
地
方
の
自
治
制
度
も
念
蓮
の
準
歩
を
遂
げ
た
の
で

あ
る
。
市
に
つ
い
て
は
大
正
十
三
年
五
月
勅
令
第
百
三
十
競
に
よ
り
関
東
州
市
制
を
公
布
し
、
舎
に
つ
い
て
は
大

南
満
洲
に
於
け
る
我
が
租
税
制
度

第
三
十
三
谷

第

t斑



南
浦
測
に
於
け
る
我
が
租
税
制
度

第
三
十
二
巻

第
一
披

正
十
四
年
六
月
勅
令
第
二
百
三
十
八
抗
に
よ
り
関
東
州
曾
制
を
会
布
し
、
五
に
市
及
び
曾
の
自
治
制
度
が
確
立
し

た
の
で
あ
ム
。
か
く
し

τ大
蓮
及
び
族
順
の
雨
市
街
地
は
市
政
令
-
布
き
、
宜
(
他
の
村
落
は
舎
制
を
設
け
、
関
東
州

の
行
政
匝
割
e

伊
三
市
六
十
九
曾
ざ
し
た
の
で
あ
る
。

試
み
に
市
及
び
舎
の
経
費
決
算
表
を
掲
ヤ
れ
ば
、
第
五
表
の
如
く
で
あ
る
。

第

五

議

市
及
び
曾
の
経
費
決
算
表
(
草
位
千
回
)
(
千
回
以
下
切
捨
)

曾

15i 

190 

238 

354 

1，11.5 

454 

315 

605 

706 

204. 

228 

21(j 

567 

70.5 

85日

876 

2li 

市連大肺

一

一

一

族
一

T

ム

り

a

n

O

A

t

度

124 

370 

148 

，856 

689 

834 

763 

799 

1，026 

1 開 6

1
1，224 

62 

122 

751 

78 

100 

150 

108 

104 

19 

39 

39 

41 

61 

87 

90 

90 

91 

14 

2 

7 

5 

6 

8 

9 

10 

12 

15 

11 

13 

年

大正

昭和

此
等
の
経
費
を
支
抽
附
す
る
に
営
り
、
市
及
び
舎
は
牧
盆
を
生
A
V
'

る
財
産
を
有
す
る
ニ
ざ
少
く
、
又
手
数
料
及
び

使
用
料
も
乏
し
き
が
故
に
、
経
農
の
大
部
分
は
市
税
及
び
曾
税
に
て
支
排
す
る
事
ざ
な
っ
て
ゐ
る
。
以
下
市
及
ぴ

舎
の
租
税
制
度
を
大
正
十
五
年
度
及
び
昭
和
三
年
度
の
雨
年
度
の
珠
算
に
つ
き
説
明
す
あ
。

帝園田 ~i:.植民地に於ける課税状況

8) 関東廊施政二十年奥三O頁以下
9) 関東鹿要覧
IO)南満洲織選株式含祉臨時経済調査委員合

関東臆施政二十年鬼三九頁以下
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市

税

は

戸

別

割

、

闘

束

州

地

方

税

附

加

税

及

び

特

別

税

の

三

樺

よ

り

な

り

、

突

の

数

字

を

示

し

て

ゐ

る

。

(
単
位
園
』

年

度

戸

，81) 

割

関
東
川
地
方
税

附

加

税

'" C二 c三
己〉己

貸

玉、|家
3t. .:=. 
。五 l 時
Cl Cご 包地

諸

弓そ lz
ヌ:宍|汗I
CJ .I¥" 検

λ ベエ I遊 |税
手そ I!'!r 
〈二】 Cコ 1

881税

特

，81) 

大
正
十
五
年
度

{(λ

九、七一とロ

昭

和

三

年

度

コ山口一、ニロ占

。
。
。

戸
別
割
は
市
内
に
一
戸
を
構
へ
る
者
、

一
戸
を
構
へ

y-
る
も
燭
立
白
生
計
を
瞥
む
者
、
又
は
帥
営
業
所
主
有
す
る
法
人
に
調
し
、
其
資
産
、
所
得
、

生
計
見
附
凱
官
業
献
態
を
断
酌
L
、
等
4
4
E

を
殻
り
賦
課
し
て
ゐ
る
。

。
。
。
。
。
。

関
東
州
地
方
税
附
加
枕
は
関
東
州
地
方
税
の
雑
種
枕
中
、
不
動
産
に
閲
ナ
る
権
利
取
得
税
に
野
し
て
附
加
し
て
ゐ
る
。

。

。

。

、

、

、

特
別
税
白
第
一
は
遊
興
税
で
あ
ワ
て
、
大
£
ヘ
年
度
に
は
貸
席
業
、
料
理
后
業
、
貸
座
敷
業
を
笹
む
も
の
を
納
税
義
務
者
と
し
た
白
で
あ
る
が
、

大
正
十
四
年
度
よ
り
之
が
徴
収
方
法
を
改
正
し
た
。
印
ち
饗
妓
、
常
問
、
俳
優
、
鶏
娃
及
び
酌
婦
等
の
供
給
者
を
徴
税
義
務
者
と
し
、
此
等
を
招
奇

遊
興
を
な
し
た
る
者
を
以
で
納
税
義
務
者
と
し
た
の
で
あ
る
。

持
別
枕
の
諸
車
使
用
枕
は
現
在
に
於
て
は
、
自
家
用
自
動
車
、
帥
営
業
用
自
動
車
、
自
家
用
乗
用
馬
車
、
自
家
用
人
力
車
に
賦
課
し
で
ゐ
る
。

、
、
、

待
別
検
白
第
三
た
る
貸
家
枕
は
市
内
に
貸
家
を
所
有
す
る
者
に
し
て
、
市
内
に
住
居
を
宥
せ
ず
戸
別
割
を
責
捨
ナ
る
義
務
な
聖
者
に
到
し
、
貸
家

の
賃
貸
債
格
を
標
準
と
し
て
課
し
て
ゐ
る
。

市

税

の

最

も

重

要

な

る

も

の

は

戸

別

割

で

あ

る

が

、

此

の

方

面

に

於

て

も

満

盛

は

多

額

の

負

躍

を

な

し

て

ゐ

る

の
で
あ
る
。

次
の
如
く
で
あ
る
。
合
一
一
十
四
頁
上
段
参
照
)

南
満
洲
に
於
け
る
我
が
租
枕
制
度

第
三
十
二
巻

第
一
務

一



南
浦
測
に
於
け
る
我
が
租
税
制
度

第
三
十
二
巻

四

第
一
致

四

由|犬運市戸別割防長順市戸sIJ割
胤(園)1 (困〉
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D
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0

0

0

舎
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は
戸
別
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、
反
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、
特
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よ
り
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ゐ
る
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市民

z.4ハ
部
内

年

大正

昭和

戸
別
割
は
倉
内
に
一
戸
を
椿
ふ
る
者
、

一
戸
を
構
へ
ざ
る
も
弱
立
白
生
計
を
替
む
者
及
び
瞥
業
所
又
は
事
務
所
を
右
す
る
法
人
、
又
は
組
合
陀
封

し
、
某
資
産
、
所
待
、
生
計
白
状
品
等
に
基
豆
左
等
を
設
け
て
賦
課
し
て
ゐ
る
。

反
別
割
は
耕
地
、
山
林
、
華
地
等
に
封
し
、
各
地
白
毎
に
均
一
白
税
率
を
課
7
。
民
有
地
に
あ
り
て
は
莫
所
有
者
又
は
賀
椛
者
、
官
有
貨
下
地
に

あ
り
で
は
其
の
借
地
人
が
納
税
義
務
を
宥
ナ
。

。。

特
別
税
の
中
白
轡
業
割
は
音
犬
、
馬
車
、
外
来
船
舶
、
在
籍
船
舶
、
漁
網
、
屠
音
、
製
臨
盟
、
漁
業
、
採
氷
、
石
材
割
等
に
分
ち
、
其
所
有
者
、
経

催
者
又
は
行
侍
者
等
に
賦
課
ナ
。

第
三

商
満
洲
鐘
謹
附
属
地
の
租
韓
制
度

南

漏

洲

嘩

港

株

式

舎

祉

の

舗

道

用

地

及

び

市

街

用

地

に

あ

て

ら

れ

て

ゐ

る

十

七

方

里

徐

の

匝

域

が

所

謂

附

属

地

で
あ
る
3

其
の
長
さ
は
大
連
長
春
間
四
百
三
十
八
哩
、

奉

天

安

東

闘

百

六

十

一

哩

、

業

他

旗

順

線

、

笹

口

線

、

煙

壷



操
、
撫
順
謀
、
海
轍
謀
、
瓢
鬼
繰
に
及
ん
で
ゐ
る
。
附
属
地
の
幅
は
舗
道
の
南
側
を
合
せ
、
本
線
に
於
て
は
最
贋

四
二
六
・
七
二
米
突
、
最
梗
四
二
・
六
七
米
突
の
聞
に
し
て
、
安
泰
線
に
於
て
は
最
贋
三
大
・
一
米
突
、
最
狭
一
六
・

七
六
米
突
の
間
で
あ
る
が
、
普
通
は
六
十
二
米
突
で
ゐ
る
。
尤
も
市
街
地
其
他
特
殊
の
事
情
の
ゐ
る
地
方
で
は
、

克
仁
虞
澗
な
る
境
域
を
有
し
て
ゐ
る
。
此
の
附
属
地
の
匝
域
に
商
閣
が
地
方
艦
替
を
行
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

園周

附
属
地
の
行
政

附
属
地
の
法
律
的
性
質
に
闘
し
て
は
己
に
多
数
の
研
究
が
後
表
せ
ら
れ
、
現
に
故
近
蛾
山
数
授
の
論
文
が
公
け

じ
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
凡
て
此
等
の
研
究
に
ゆ
や
J
。
唯
諸
に
は
附
局
地
の
財
政
制
度
、
特
に
租
院
制
度
に
位
懐

い
し
関
係
す
る
範
囲
内
仁
於
て
の
み
研
究
を
す
、
め
か
。

明
治
三
十
九
年
八
月
一
目
、
逓
信
大
臣
山
牒
伊
三
郎
、
大
捷
大
臣
阪
谷
芳
郎
、
外
務
大
臣
林
輩
連
名
の
命
令
書

が
漏
錨
曾
枇
設
立
委
員
長
寺
内
正
毅
、
民
他
委
員
八
十
名
に
劃
し
愛
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
命
令
書
の
第
五

健
及
び
第
六
俸
は
次
の
如
く
定
め
て
ゐ
ふ
。

第
五
傑

某
枇
は
政
府
白
一
認
可
を
交
げ
、
畿
道
及
び
附
帯
事
業
白
用
地
内
に
於
け
る
土
木
、
教
育
、
術
生
等
に
闘
し
必
要
な
る
施
設
を
な
す
べ
し
。

前
傑
白
経
費
を
支
排
ナ
る
た
め
其
祉
は
政
府
白
認
可
を
受
け
、
議
道
及
び
附
帯
事
業
の
用
地
内
の
住
民
に
避
し
手
数
料
を
徴
牧
し
、
其

他
必
要
な
る
費
用
自
分
賦
を
な
ナ
事
を
得
。

第
六
傑

即
も
浦
錨
舎
一
祉
は
儲
道
附
属
地
内
に
於
げ
る
土
木
、
教
育
、
衛
生
等
に
闘
し
必
要
な
る
施
設
を
な
す
ぺ
き
事
を

命
や
ら
れ
、
同
時
仁
実
の
豊
用
を
支
排
す
る
た
め
政
府
の
認
可
を
得
て
附
属
地
内
の
居
住
者
仁
劃
し
手
数
料
を
徴

南
浦
洲
に
於
け
る
我
が
租
税
制
度

第
三
十
二
巻

主E

第

~jJt 

五

1I)錨山政選教授、満餓附麗地の行政問題(圏隊法外交雑誌第二十九港第五披第大披〉
12)満蒙叢書第二春三一七頁
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南
満
測
に
於
け
る
我
が
租
税
制
度

第
三
十
二
巻

第

按

~ 
/、

ム
ノ、

牧
し
、
業
他
必
要
な
る
費
用
の
分
賦
を
な
し
得
る
権
能
が
輿
へ
ら
れ
、
立
に
舎
「
祉
の
地
方
経
笹
の
基
礎
が
定
め
ら

れ
仕
の
で
わ
る
。
か
く
し
て
舎
一
位
は
明
治
四
十
年
四
月
一
日
業
務
を
開
始
す
る
に
嘗
り
、
地
方
部
を
設
置
し
地
方

粧
管
密
行
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
舎
一
祉
は
三
大
臣
命
令
書
を
一
般
居
住
民
じ
徹
底
せ
し
む
る
允
め
仁
、
明
治
四

十
年
九
月
次
の
如
き
内
容
を
有
す
る
附
属
地
居
住
者
規
約
を
定
め
て
ゐ
る
。

南
満
州
鍛
道
株
式
曾
献
附
属
地
居
住
者
規
約

A
Y
般
膚
繍
洲
細
川
滋
憾
式
曾
枇
に
於
て
南
湖
洲
を
開
都
品
し
は
公
共
白
利
症
を
椴
迭
す
る
免
宜
(
由
附
属
地
に
土
木
、
教
育
、
衛
生
等
の
一
施
設
を
矯
ナ
に

付
で
は
、
附
麗
地
内
に
居
住
若
く
は
滞
在
し
又
は
土
地
建
物
を
使
用
し
若
は
建
物
を
有
す
る
者
は
、
定
め
諸
件
を
隊
内
寸
す
ベ
曹
乙
と
を
4

肺
訴
す
る
も

の
と
ナ
。

含
祉
が
某
白
施
設
に
闘
し
又
は
公
共
の
利
盆
の
鴛
制
定
ナ
る
諸
規
則
を
遵
守
ナ
ベ
き
は
勿
論
、
公
盆
を
重
ん
じ
荷
も
公
金
を
害
す
べ
き
行
魚
あ

る
岡
敬
骨
と
と

曾
枇
が
施
設
す
る
替
諸
物
は
各
自
由
共
用
に
供
し
、
又
公
共
事
業
の
鴛
要
す
る
費
用
は
公
費
ど
し
て
各
自
之
を
責
携
す
べ
き
こ
主
、
但
し
其
由

共
用
白
方
法
公
費
四
種
類
分
賦
等
は
、
別
に
規
則
を
設
け
て
之
を
定
む
刊
し

此
回
一
規
約
叉
は
含
祉
の
諸
規
則
に
違
反
し
英
の
他
公
共
白
利
盆
を
害
ナ
ベ
奇
行
鴛
あ
り
た
る
者
は
、
曾
祉
附
属
地
よ
り
退
去
を
要
求
せ
ら
る
ふ

こ
と
あ
る
も
異
議
有
る
間
敷
奇
ζ

と
、
但
し
必
要
あ
る
場
合
に
は
警
察
官
に
依
頼
ナ
る
こ
と
あ
る
べ
し

鍛
造
附
盾
地
内
に
於
て
は
、
何
れ
D
圃
人
を
問
は
ず
同
様
白
待
遇
を
受
く
べ
き
は
勿
論
な
る
に
付
、
共
に
規
約
を
厳
守
し
却
現
協
同
を
回
目
と
す

ぺ
き
と
と

か
く
し
て
関
東
麗
又
は
領
事
が
軍
事
、
外
交
、
裁
判
、
警
察
の
穫
を
有
す
る
さ
共
に
、
満
載
曾
赴
が
一
一
般
行
政

権
を
行
ひ
以
て
地
方
経
営
に
あ
た
る
事
さ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

関東廊施政二十年克九八三京以下
南浦洲餓道株式含枇十年奥六九一頁以下
南満洲畿道株式合祉二十年略良二八三頁以下
南浦f州鍛造株式曾枇第二夫十年虎一0五O貰以 F
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書
王
寺
t
1
S
E
e
s
-宮
i
l
tー

合
枇
の
地
方
経
管
は
、
明
治
四
十
年
、
明
治
四
十
一
年
、
大
正
三
年
、
大
正
七
年
、
大
正
八
年
、
大
正
十
一
年
、

大
王
十
三
年
等
に
於
て
改
正
せ
ら
れ
て
現
在
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
現
扶
に
つ
い
て
見
る
に
、
克
房
居
、
大
石
橋
、

替
口
、
鞍
山
、
遼
陽
、
奉
天
.
嘩
嶺
、
開
原
、
四
平
街
、
公
主
嶺
、
長
春
、
本
模
湖
、
安
東
の
十
三
ケ
所
に
地
方

事
務
所
を
置
き
、
更
に
撫
順
、
沙
河
口
工
場
地
及
び
聞
東
州
内
本
世
直
轄
地
に
於
け
る
地
方
事
務
に
つ
い
て
は
、

撫
順
山
沢
礎
牒
務
謀
、
沙
河
口
工
場
及
び
本
一
耽
地
方
部
地
方
課
が
之
を
扱
っ
て
ゐ
る
。

漏
嘩
は
自
ら
地
方
事
務
セ
行
ふ
守
」
共
に
、
指
名
制
の
地
方
諮
問
委
員
曾
を
設
け
て
明
治
四
十
年
十
月
以
来
地
方

事
務
じ
慨
す
ら
地
方
事
務
所
長
の
諮
問
機
関
ご
し
て
ゐ
J
U
C

大
正
十
一
年
七
月
従
来
の
組
織
役
改
め
て
地
方
委
員

舎
さ
改
稿
し
、

π
公
費
を
八
T
描
出
す
る
居
住
者
に
し
て
一
定
資
格
を
有
す
る
男
子
中
よ
り
、
園
籍
男
女
の
別
な
く
一
定

要
件
を
具
備
し
公
費
を
分
権
す
る
居
住
者
を
し
て
委
員
を
公
選
せ
し
む
る
事
ざ
し
、
同
年
八
月
よ
り
之
を
貰
施
し

た
。
満
僅
舎
一
肱
地
方
委
員
曾
の
規
則
を
抜
草
す
れ
ば
、
突
の
如
く
で
あ
L
。

第
八
傑

左
目
要
件
を
具
備
ナ
る
者
は
地
方
委
員
舎
委
員
及
び
濠
備
委
員
選
畢
植
を
宥
ナ
。

選
奉
人
名
簿
白
調
製
期
目
前
六
ヶ
月
以
来
同
一
の
公
費
責
措
鼠
に
居
住
し
倫
引
捜
曹
居
住
す
る
者

選
奉
人
名
簿
調
製
期
日
常
日
現
に
其
公
費
責
措
匿
の
会
賞
戸
数
割
を
分
携
し
合
引
縁
、
夜
、
分
権
ナ
る
者

選
奉
人
某
公
費
責
携
匿
の
公
費
戸
数
割
滞
納
中
は
其
の
選
事
櫨
を
停
止
す

第
丸
傑

地
方
委
員
曾
委
員
及
藻
備
委
員
白
選
出
草
槽
を
有
ナ
る
二
十
五
歳
以
上
回
男
子
は
左
に
揚
「
る
者
を
除
李
総
て
其
自
殺
選
察
権
を
有
す

禁
治
産
者
及
準
禁
治
産
者

南
満
洲
に
於
け
る
我
が
租
税
制
度

第
三
十
二
巻

七

第

E，)~ 

4二

関東照施政二十年史:Jt九一頁15) 



南
満
洲
に
於
け
る
我
が
租
税
制
度

現
に
刑
罰
白
執
行
中
に
在
る
者

第
二
一
十
二
巻

公
費
及
手
数
料
滞
納
金
督
促
規
程
第
五
傑
に
依
り
公
一
広
底
分
を
受
け
倫
滞
納
巾
の
者

地
方
経
費
さ
公
費

i¥. 

第

現配

ノ、

地
方
鮭
替
に
一
要
す
る
費
用
は
、
興
業
費
さ
経
常
費
さ
に
分
れ
る
。
公
共
設
備
の
興
業
費
は
曾
枇
自
ら
之
を
負
捨

し
、
公
共
設
備
の
維
持
修
繕
な
ら
び
に
地
方
の
衛
生
、
数
育
及
び
警
備
等
に
必
要
な
る
経
市
費
の
み
を
公
費
、
こ
し

て
特
別
の
経
携
を
立
て
、
ゐ
る
の
で
あ
る
。

試
み
に
昭
和
元
年
度
迄
の
興
業
費
を
め
ぐ
れ
ば
、

第

穴

表
イ
e

10，14日

13，465 

院

校

啓

畢

第
六
表
の
如
く
で
あ
乙
。

公

共

設

備

別

地
方
興
業
費
内
容
別
及
用
品
年
別
表
(
単
位
千
国
)
(
千
回
未
満
切
拾
)

ふ61
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Qν 
Q
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し
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-
次
仁
此
等
の
れ
公
共
設
備
の
維
持
修
繕
及
び
地
方
の
一

行
政
施
設
に
要
す
る
艇
常
費
は
原
則
ざ
し
て
地
方
居

住
者
仁
分
摺
せ
し
め
.
そ
の
不
足
額
を
漏
捜
本
吐
よ

り
補
給
す
る
の
で
あ
る
。
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此
等
の
経
済
を
公
費
f
」
稀

口

D

D

D

D

。
。
。
。
。
。
。
。

公
費
歳
入
な
戸
数
割
、
雑
種
割
、
補
給
金
、
業
他
政
入
仁
分
つ
ど
、
第
七
表
を
持
る
事
が
出
来
る
。

第
七
表
会
費
歳
入
来
年
別
表
(
皐
位
千
固
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南
満
洲
に
於
け
る
我
が
租
税
制
度

第
三
十
二
審

四
O 

第

宮古

四
O 

第
七
表
の
戸
数
割
さ
雑
種
暁
ざ
を
組
帯
し
て
課
金
吉
し
、
補
給
金
は
漏
錨
本
枇
よ

b
の
補
助
に
し
て
、
業
他
牧

入
は
財
産
牧
入
、
手
数
料
、
公
園
牧
入
、
寄
附
金
及
び
雑
牧
入
で
あ
る
。
会
費
収
入
の
中
に
て
課
金
は
二
割
に
過

ぎ
や
、
補
給
金
一
か
七
割
に
上
れ
る
は
注
目
す
ぺ
き
で
あ
る
。

課-
金-
11 
分」

hン
、て

戸o 三
数。
割。課
、"・」 λ

雑o '.:rr.:>... 

種。

税o/.]. .. 
EEM 
よ

な
る

Q) 

析

課
金
の
賦
課
に
つ
い
て
は
明
治
四
十
年
九
月
二
十
八
日
枇
則

知
十
五
時
肌
必
措
及
干
数
料
規
則
子
去
の
根
本
JT
定
め
た
の
で
め
る
が
、

主
(
後
幾
多
の
盤
越
な
へ
、

11-he--晶

l

m町
荊
一
工
今
一
一
干
↑

課
金
及
手
数
料
規
則
な
ら
び
に
会
費
匝
曾
計
規
則
が
制
定
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

諜
金
白
等
級
課
卒
は
最
一
初
は
各
地
方
絞
瞥
主
任
者
が
之
を
定
め
、
本
社
白
認
可
を
受
〈
る
筒
阜
な
る
制
度
で
あ
一
ワ
た
が
、
明
治
四
十
三
年
間
月
以

来
、
地
方
に
よ

n，
四
等
の
差
等
を
設
け
、
各
々
一
戸
平
均
の
最
高
限
度
を
定
め
漸
次
複
雑
と
な
づ
た
む
で
あ
る
。

戸
数
割
は
明
治
四
十
三
年
十
月
以
後
は
月
収
三
十
回
未
満
の
者
に
課
せ
ざ
る
事
主
し
た
。
大
正
二
年
度
に
至
目
、
地
方
に
よ
り
甲
乙
三
穫
の
区
別

を
設
け
、
そ
れ

A
¥特
等
及
び
一
等
以
下
、
十
三
等
に
底
分
し
で
課
税
し
た
の
で
あ
る
。
大
正
三
年
に
は
甲
乙
丙
の
異
な
る
課
率
を
設
け
、
夏
に
大

正
四
年
に
は
甲
乙
丙
白
各
々
を
侍
等
外
二
十
等
に
細
か
〈
刻
む
事
と
し
た
。
大
正
九
年
度
に
は
甲
乙
丙
各
競
共
に
十
九
等
及
び
二
+
等
を
削
除
し
、

所
得
年
額
大
吉
岡
未
満
の
者
に
封
し
で
は
戸
数
割
を
免
除
す
る
事
と
し
た
。
大
正
十
年
上
り
は
動
勢
所
得
に
二
一
割
を
控
除
し
、
痩
鈴
に
賦
課
し
た
る

が
一
故
に
、
所
得
年
額
七
百
五
十
国
未
満
の
勤
勢
所
得
者
は
戸
扱
割
を
免
除
せ

b
る
L

事
と
な
ヲ
た
。

。
。
。

雑
種
割
の
あ
る
も
の
は
大
正
二
年
度
に
於
て
、
戸
数
割
と
異
な
る
標
準
に
基
き
、
甲
乙
二
裁
の
匡
別
に
よ
り
之
を
謀
L
、
他
白
-
も
の
は
か
ミ
る
地

方
的
恒
例
な
〈
賦
課
し
た
の
で
あ
る
。
大
正
五
年
陀
至

nJ
、
取
引
所
に
於
け
る
糧
豆
及
び
銭
紗
の
先
物
取
引
に
雑
種
割
を
賦
課
す
る
事
と
し
た
。
大

正
十
四
年
七
月
に
至
り
雑
種
割
を
遊
興
及
び
貸
家
に
及
ぼ
し
た
白
で
あ
る
。



品
〈
的
知
〈
戸
数
割
は
費
達
し
て
所
得
税
の
性
質
を
帯
び
、
雑
種
割
は
そ
の
範
園
を
擬
大
し
且
ワ
複
雑
と
な
う
て
き
た
の
で
あ
る
。

。
。
。

現
行
の
戸
数
割
は
匝
内
に
居
住
し
、
又
は
三
ヶ
月
以
上
滞
在
す
る
者
及
び
匝
内
に
管
業
所
若
し
く
は
庄
舗
を
有

す
る
法
人
組
合
、
又
は
之
に
類
す
る
者
に
調
し
其
資
力
を
掛
酌
し
之
を
課
し
て
ゐ
る
。
費
例
を
奉
天
の
事
務
所
じ

求
め
る
さ
、
衣
の
如
き
等
親
及
び
謀
率
を
設
け
て
ゐ
る
。
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雑
種
割
は
公
費
匝
内
に
於
げ
る
各
種
の
課
税
物
件
に
課
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
戸
数
割
同
様
に
課
峯
を
定
め
て

ゐ
る
。
例
を
奉
天
に
さ
れ
ば
、
突
の
如
く
で
あ
る
。
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南
満
洲
に
於
け
る
我
が
租
税
制
度

D

D
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最
後
に
、
手
数
料
の
種
類
及
び
課
率
に
つ
い
て
も
奉
天
の
貫
例
を
採
用
す
る
事
ざ
し
た
。
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科
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料
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乙
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制

定

露

普

汚

普

通

大

小

一

手

滞

金

授

授

育

U
u
t
{削
弓
叶
1
、
潔
(
叶
使
叫
川
、
引
川
、
叫
一
t
使

一

校

ー

剤

i

1

則

和

問

1

科
一
能

E
r

楠

女

教

使

取

使

一

E

託

路

衣

場

一

督

延

小

貸

家

保

委

道
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曜

劇
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第

披

四

O.[lO ホヰ

料
侭
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L
r『
歪

札
制
酷
愉

入
築
手
診
諸

4
E
R
E
-
F

、.
E
E
E

‘

院

料

啓人婦

慕

居一

哩I手

用

五苦

使

以
上
、
南
浦
洲
一
し
於
げ
る
我
が
租
税
制
度
じ
っ
き
、
其
の
沿
草
及
び
現
肢
に
つ
き
研
究
し
、
統
計
数
字
に
現
は

れ
た
る
所
よ
り
見
る
も
内
地
に
比
し
著
し
き
差
異
ゐ
る
を
後
見
し
允
の
で
あ
る
。
悲
に
、
雨
漏
洲
に
於
け
る
我
が

租
税
制
度
を
葉
の
組
立
及
び
負
権
額
の
雨
方
面
よ
り
観
察
し
て
結
論
ご
し
た
い
の
で
あ
る
。

南
満
洲
に
於
け
る
現
行
の
我
が
租
税
制
度
は
、
・
次
の
如
き
韓
系
を
有
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。



手

圃
積
(
地
租
、
瞳
税
、
所
得
積
、
取
引
所
替
業
務
、
取
引
説
、
酒
税
、
煙
草
枕
)

山
川
地
方
積
(
州
官
業
積
、
雑
種
積
)

閥
東
川
白
租
税
制
度
一

一
市
稔
(
戸
別
割
、
不
動
産
権
利
取
得
税
附
加
務
、

合
税
(
戸
別
割
、
反
別
割
、
管
業
割
、
雑
種
割
)

満
銭
附
薗
地
の
租
税
制
度
(
戸
数
割
、
雑
種
割
)

内
地
の
租
税
制
度
に
比
陵
す
る
さ
、
資
本
利
子
税
、
相
積
税
等
が
無
〈
し
て
租
税
の
種
類
に
於

τ棋
く
る
所
ゐ

h

リ
・
又
所
得
税
、
地
租
等
の
個
々
の
租
税
に
つ
い
て
見
ゐ
も
課
税
の
範
固
が
一
口
胸
部
に
限
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で

め
る
。
北
崎
嶋
、
大
畑
山
r
ら
一
五
つ
℃
南
浦
川
川
に
於
げ
る
摘
が
租
税
負
悌
ー
は
内
地
よ
り
も
遁
川
に
瞳
慨

ru
あ
る
と
一
国

は
心
ば
な
ら
ね
。
然
し
な
が
ら
雨
漏
洲
に
於
げ
る
我
が
租
税
制
度
を
論
や
る
「
い
あ
た
っ
て
は
、
車
に
内
地
さ
の
比

鞭
に
止
め
ず
、
更
に
南
浦
洲
の
他

ω部
分
に
於
げ
る
租
税
制
度
及
び
租
税
負
措
を
考
へ
之
注
調
照
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。

蓋
し
最
新
の
租
税
率
設
よ
り
見
て
最
も
準
歩
せ
り
ぜ
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
租
税
韓
系
も
、
之
を
南
浦
洲
に
適
用
す
る

さ
な
る
さ
、
或
は
準
み
過
ぎ
て
ゐ
る
さ
云
ふ
非
難
を
見
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
悲
に
南
浦
洲
の
租

税
制
度
を
樹
立
す
る
に
営
つ
て
は
、

一
方
、
内
地
の
進
み
た
る
制
度
に
近
づ
き
以
て
二
重
課
税
及
び
合
法
的
脱
税

を
避
く
る
さ
同
時
に
、
他
方
に
は
南
満
洲
の
濁
特
の
鰹
情
事
情
を
考
慮
し
土
地
に
調
和
し
た
る
制
度
を
考
究
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。

試
み
に
、
昭
和
二
年
度
の
現
在
に
つ
き
内
地
さ
閥
東
州
さ
満
顕
附
属
地
さ
の
租
税
負
携
額
を
、
組
額
さ
一
人
あ

南
満
洲
に
於
け
る
我
が
租
枕
制
度

第
三
十
二
巻

四

第

披

四



南
満
州
に
於
け
る
我
が
租
税
制
度

第
三
十
二
容

第

盟主

四
回

四
四

た
り
に
付
き
計
算
す
る
さ
、
失
の
数
字
を
得
る
の
で
あ
る
。

越
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千
図
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国
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支

持
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戸ーー'---
(ハ)(ロ) (イ〉
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直内
接同
国税
税
、地
地方
方税
祝

一
、
三
七
七
、
八
五
八

二
ニ
・
四
七

内

九
八
八
、
六
九
七

東

チ1'1

七
三
一
五
一

関

九
・
一
九

批
州
鍛
附
属
地

ι

、旬、
-
Y♂
J

・F

了
間
八

最
後
に
注
目
す
ぺ
き
は
、
「
閥
東
州
及
び
漏
嘩
附
属
地
は
即
も
南
満
洲
錨
港
株
式
曾
祉
な
り
」
さ
一
エ
ひ
特
る
程

に
、
満
錨
の
鰹
擁
的
勢
力
が
重
大
な
る
事
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
、
聞
東
州
の
租
税
負
捲
額
の
約
三
割
は
満
鶴
が

之
を
負
指
し
、
更
に
附
属
地
の
租
税
負
携
額
の
約
三
倍
を
漏
蟻
が
補
給
し
て
ゐ
る
さ
一
五
ふ
事
費
は
特
に
考
慮
す
ぺ

き
で
あ
る
。
租
粒
負
搭
額
の
方
面
よ
ム
リ
見
れ
ば
、
南
揃
洲
に
於
げ
る
我
が
経
済
的
勢
力
の
殆
ん
ど
大
部
分
は
南
満

洲
鋪
道
株
式
舎
枇
の
経
済
的
勢
力
に
よ
り
て
代
表
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

本
論
文
は
、
昭
和
五
年
夏
に
於
け
る
漏
測
族
行
の
産
物
で
あ
る
。
南
満
州
鍛
造
株
式
曾
祉
及
び
関
東
腐
の
営
局
よ
り
輿
へ
ら
れ
し
各
種
の
便
宜

に
艶
し
深
謝
ナ
。
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